
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

流域治水の推進
特定都市河川の指定に向けて

（一級河川矢出沢川・黄金沢川）

【説明内容】

① 気候変動による洪水発生の増加

② 流域治水への転換

③ 特定都市河川浸水被害対策法の概要

特定都市河川指定によりできること

④ 矢出沢川・黄金沢川の特定都市河川指定

⑤ まとめ

令和６年12月 長野県
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説明会の主旨 ～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課

〇 激甚化・頻発化する水災害に対し流域の人命・資産を守るためには、

あらゆる関係者が一緒に取組む「流域治水」が必要

〇 流域治水を推進するために矢出沢川・黄金沢川の「特定都市河川」

指定を検討

〇 指定により、河川の氾濫を防ぐための河川整備が加速化

河川流量増加を抑制するために土地改変等の一定行為に許可が必要

(雨水浸透阻害行為許可制度)

〇 令和７年度末の指定を目標に協議調整を開始
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気候変動による洪水発生の増加

【要件２：著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれ】

○矢出沢川は、令和４年３月15日に水防法第14条第２項に基づく洪水浸水想定区域を指定し、公表済み

国交省資料から引用

～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課
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気候変動による洪水発生の増加

国交省資料から引用

～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課

4



流域治水への転換

国交省資料から引用

～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課
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流域治水への転換 長野県流域治水推進計画の策定

まちづくりや
住⺠避難の取組 「備える」
〜 逃げ遅れゼロ 〜

流域における
⾬⽔貯留等の取組 「留める」河川整備の取組 「流す」

・長野県でも気候変動の影響や社会状況の変化を踏まえ、「流域治水」が重要であると判断
・流域治水の３本柱の内、「留める」「備える」に特化した「長野県流域治水推進計画」を令和３年２月に策定

～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課
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特定都市河川浸水被害対策法の概要

国交省資料から引用、一部加工

・都市部の河川における浸水被害対策の新たな枠組みとして平成15年に制定（都市部中心の指定）
・全国各地で水災害が激甚化・頻発化していることを受け、あらゆる関係者が協働して取り組む
「流域治水」の実効性を高めるため、令和３年に法律の一部を改正（対象河川が全国に拡大）

必須

必須

指定権者：長野県知事

～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課
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特定都市河川指定によりできること（５本の柱）

国交省資料から引用

～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課
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特定都市河川指定によりできること【流域水害対策計画の策定】

・浸水被害対策を総合的に推進するため、河川管理者をはじめ、流域に関係する方々に参加して

いただく「流域水害対策協議会」を設立し、協議会での議論を重ねた上で「流域水害対策計画」を

策定します。なお、策定までの経過については、流域の関係者と共有します。

〇流域水害対策協議会のイメージ

流域水害対策計画の策定

・想定される浸水被害に対し、協議会で議論
し、概ね20～30年の間に実施する取組を
決定します
（目標の明確化）

・策定後は、計画に基づき、「流域治水」を
本格的に実践します

図は国交省資料から引用

～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課
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特定都市河川指定によりできること【河川改修等の加速化】

・「流域水害対策計画」に位置付けられた堤防整備や河道掘削、土地利用規制と一体的に行う雨水貯

留浸透施設の整備などの「ハード対策」について、整備促進が図られます

・特定都市河川流域における浸水対策強化のため、下水道管理者と一緒に貯留施設の整備などの

「ハード対策」やハザードマップの作成等の「ソフト対策」も実施していきます

図は国交省資料から引用

～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課
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特定都市河川指定によりできること【流出抑制】

図は国交省資料から引用

〇流出抑制の必要性

・市街化による農地や緑地等が住宅地や道路に変わり、雨水の地面への浸透機能が低下

・近年、集中豪雨の頻発化で、短時間で雨水が集中して河川へ流れ込み、河川水位が急激に上昇

→河川に流れ出てしまう雨水をできるだけ抑える（流出抑制）ことが重要

（地面に雨水を浸み込ませる：浸透ます、透水性舗装 一時的に貯留する：調整池、地下貯留）

雨水貯留浸透施設（木曽警察署）

～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課

雨水貯留タンク（上田合同庁舎）

県内河川の増水状況
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～みんなでとりくむ『流域治水』～特定都市河川指定によりできること【流出抑制(雨水浸透阻害行為許可制度)】

・一定規模（1000m2）以上の雨水浸透阻害行為（土地の改変により雨水が地面に浸透せず、流れ出

てしまう量の増加が見込まれる行為）に対し、知事の許可及び雨水貯留浸透施設の設置を義務付け

・雨水が地面に浸透しない分の流出抑制対策を行い、安全な開発を促進するもの

・特定都市河川に指定した河川の流域（集水域）全域で適用

※「宅地等」に含まれる土地
→宅地、池沼、水路、ため池
道路、鉄道、飛行場、太陽光発電施設 等

※「宅地等」以外の土地
→山地、林地、耕地、原野等

流出抑制イメージ

■雨水浸透阻害行為許可制度（指定と同時に適用される事項）

図は国交省資料から引用

〇制度概要

令和６年12月
⻑野県河川課
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千葉県HPから引用

・今後、申請に関わるガイドライン等を作成予定（許認可窓口は長野県）

（参考）千葉県 「雨水浸透阻害行為の許可申請の手引き」

特定都市河川指定によりできること【流出抑制(雨水浸透阻害行為許可制度)】 ～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課
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特定都市河川指定によりできること【保水機能保全・水害に強いまちづくり】

図は国交省資料から引用

任意 任意

令和６年12月
⻑野県河川課
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矢出沢川・黄金沢川の特定都市河川指定（流域の状況）

・矢出沢川流域は、市街化が進み、多くの重要施設（市役所、医療消防警察関係施設等）が立地
・矢出沢川は、流下能力が不足する箇所があり、平成22年8月豪雨による溢水で浸水被害が発生
・下流部約1km区間の河川改修を実施中（中上流区間は未整備、人家連担し改修に時間を要する）

流域面積 ：約25km2
流域内河川数：2河川
計画規模 ：1/30
関係市町村 ：上田市
主な浸水被害：平成22年8月
浸水面積292.8ha
床上浸水57戸
床下浸水84戸

下流部での氾濫 西八幡橋付近の被災 矢出沢川橋付近での被災 国道18号上流部の被災

県道

～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課

被災状況

①
②

③

平成22年8月
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天神櫓下 押出川周辺

蛭沢川周辺護岸状況 2022年7月

2019年11月 2023年6月

2024年4月

・近年では、集中豪雨が頻発し、矢出沢川へ流入する水路等からの氾濫で浸水被害が多発
・激甚化、頻発化する水災害に備え、早期に流域内の安全性を向上させるため、ハード整備の加速化、
水害に強いまちづくりを両輪とした流域治水を強力に推進する必要がある（特定都市河川指定）

矢出沢川・黄金沢川の特定都市河川指定（流域の状況）

天神櫓下

蛭沢川周辺

押出川周辺

～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課
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国土交通省資料より引用

流域内重要施設が立地、市街化区域を流下→要件１満足

洪水浸水想定区域図指定済→要件２満足

可住地における市街化率５割以上→要件３①満足（可住地の市街化率７割）

可住地：田、その他農用地、建物用地、荒地、建物用地、道路、鉄道、その他用地、ゴルフ場 （森林、河川地及び湖沼、海浜を除く）
市街地：可住地のうち、建物用地、道路、鉄道、その他用地、ゴルフ場

矢出沢川・黄金沢川の特定都市河川指定（指定要件） ～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課
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準用河川
普通河川

【指定範囲（案）】

凡例

━━特定都市河川流域（矢出沢川流域）
━━特定都市河川（矢出沢川、黄金沢川）

※指定後、拡大図を公表します

矢出沢川・黄金沢川の特定都市河川指定（指定範囲）

背景図出展：国土地理院地理院タイル全国最新写真

上信越自動車道

・特定都市河川指定対象は、矢出沢川と黄金沢川
・矢出沢川流域（集水域）を特定都市河川流域とする（考え方はガイドラインによる）
・特定都市河川流域（矢出沢川流域）全域で雨水浸透阻害行為許可制度が適用される。

～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課
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砥川

【主な協議調整事項】

・関係団体（商工会議所、宅建業協会等）への説明
・住民意見聴取（住民説明会開催）
（12/10西部地区・12/11中央地区・12/12神科地区）
・合流先河川管理者（国交省）意見聴取
・上田市長、下水道管理者意見聴取
・国交省との協議
・県条例及び施行細則の制定
・雨水浸透阻害行為許可制度ガイドライン作成

R7年度末頃
（予定）

計画の実施（浸水被害の防止・軽減）

指定に向けた協議調整

流域水害対策計画策定

流域水害対策協議会設置

特定都市河川指定※1・許可事務開始※2

流域水害対策計画検討・協議調整

R6.10月～

R9年度中
（目標）

流域水害対策協議会のイメージ

矢出沢川・黄金沢川の特定都市河川指定（今後のスケジュール）

※1 長野県知事指定
※2 雨水浸透阻害行為許可制度（県が許認可）

～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課

19



〇河川管理者

・長野県河川課
・上田市土木課〇下水道管理者

・上田市下水道課

〇長野県関係部署
・長野県都市・まちづくり課
・長野県生活排水課
・長野県建築住宅課
・長野県農地整備課
・長野県危機管理防災課
・長野県教育委員会
・施設（高校等）管理者 など

〇上田市関係部署

〇学識経験者

・信州大学関係者
（必要に応じて検討）

〇民間事業者
（必要に応じて検討）

〇住民代表
（必要に応じて検討）

〇接続の河川管理
者・国土交通省（千曲川河川事務所）

・管理課
・都市計画課
・建築指導課
・森林整備課
・農地整備課
・危機管理防災課 など

図は国交省資料から引用

矢出沢川・黄金沢川の特定都市河川指定（協議会設置、計画策定のイメージ）
令和６年12月
⻑野県河川課

（仮称） 矢出沢川流域水害対策協議会の構成（イメージ）

流域治水の取組について、あらゆる関係者が一堂に会して議論

概ね20～30年の間に実施される取組として流域水害対策計画を定める
20

～みんなでとりくむ『流域治水』～



〇 気候変動の影響により、全国各地で水災害が激甚化・頻発化

国交省・県は流域全体で水災害による被害の防止・軽減を図る「流域治水」を推進

〇 「特定都市河川」の指定を全国に拡大（水災害の被害が甚大となる河川を指定）

法律に基づき「流域治水」を強力に推進することが可能

〇 上田市街地を流れる矢出沢川・黄金沢川は、水災害が発生すれば被害は甚大

集中豪雨による浸水被害も頻発

早期に流域の安全性を向上させることが喫緊の課題

→矢出沢川・黄金沢川を特定都市河川に指定し、流域治水を強力に推進したい

〇 指定により、「流域水害対策計画」に基づき、河川等の整備が加速するとともに、

土地改変等に伴う手続きや流出抑制対策が義務付け(雨水浸透阻害行為許可制度)

まとめ

指定により、流出抑制に係る対応や手続きが必要となりますが、
上田市街地の安全性向上のため、ご理解・ご協力をお願いします

～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課
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〇 長野県建設部 河川課 計画調査係

担当 金子、秋山

電話 026-235-7310

メール kasen@pref.nagano.lg.jp

〇 長野県上田建設事務所整備課 計画調査係

担当 阿部、守矢

電話 0268-25-7165

メール ueken-seibi@pref.nagano.lg.jp

〇 上田市都市建設部土木課

担当 笹平

電話 0268-23-8242

メール doboku@city.ueda.lg.jp

問合せ先 ～みんなでとりくむ『流域治水』～

令和６年12月
⻑野県河川課
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